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豊川駅周辺地区公共空間整備計画検討及び設計業務に係る 

プロポーザル実施要領 

 
 この要領は、豊川駅周辺地区公共空間整備計画検討及び設計業務の実施にあたり、プロ

ポーザル方式により受託者を選定するため、必要な事項について定めるものとする。 

 

１ 業務概要 

⑴ 業 務 名  豊川駅周辺地区公共空間整備計画検討及び設計業務 

⑵ 業務目的  豊川稲荷で予定される令和８年の午年開帳、令和１２年の大開帳にあ

わせて、多くの観光客を迎えるのにふさわしい空間の高質化を図るた

め、公共空間整備計画の検討及び設計業務を実施することを目的とす

る。 

⑶ 業務場所  豊川市門前町外（下記のとおり） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 業務内容  別紙「豊川駅周辺地区公共空間整備計画検討及び設計業務仕様書」の

とおり   

⑸ 業務期間  契約締結日の翌日から令和８年２月２７日まで 

⑹ 予算概要  ２８，３９１，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

なお、上記の額は、債務負担行為における限度額であり、本市とこの

金額で契約を約束するものではない。（令和６年度…１７，９４１，０

００円以内、令和７年度…１０，４５０，０００円以内。） 

 

２ プロポーザル方式 

⑴ 実施方法及びその理由 

豊川市プロポーザル方式実施要綱第２条第２号及び第３条第６号により規定する公

募型プロポーザル方式とする。 

⑵ プロポーザル方式を実施する具体的な理由及び実施効果 

豊川稲荷で予定される令和８年の午年開帳、令和１２年の大開帳にあわせて、多く

の観光客を迎えるのにふさわしい空間の高質化を図るため、公共空間整備計画の検討
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及び設計ができる豊富な経験と、高い専門技術を有する業者を適性に選定するため、

公募型プロポーザル方式を実施するものである。 

 

３ 参加資格（提案書提出者に要求する資格） 

本プロポーザルに参加できる者は、次のいずれにも該当する者とする。なお、豊川

市プロポーザル方式実施要綱第１９条の契約締結までに参加資格を有しなくなった場

合は、その時点で参加資格を失うものとする。 

⑴ 別紙「豊川駅周辺地区公共空間整備計画検討及び設計業務仕様書」に基づく業務を

行うことができること。 

⑵ 対象業務（設計・測量・建設コンサルタント等）における豊川市での令和６・７年

度入札参加資格の登録済であること。未登録である場合は、プレゼンテーション及び

ヒアリングを実施する前に登録をしておくこと。 

⑶ 豊川市の指名停止措置要綱による指名停止処分又はこれに準ずる措置を受けてい  

ないこと。 

⑷ 豊川市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要綱に基づく排除措置

を受けていないこと。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申し立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申し立

てがなされていないこと。 

⑹ 国税及び地方税の滞納がないこと。 

⑺ 参加表明者及び配置予定技術者は、平成２６年度以降完了した下記に示す同種業務

又は類似業務の実績をもつこと。 

区分 内容 

同種業務 公共空間の整備（再整備も含む）に向けての計画策定、又は設

計業務 

類似業務 道路の幅員構成再配分や景観・賑わい創出等を目的とした道路

再整備に係る設計業務 

⑻ 配置予定管理技術者については下記のいずれかの資格を有すること。 

① 技術士【総合技術監理部門】（建設‐都市及び地方計画） 

② 技術士【建設部門】（都市及び地方計画） 

③ 技術士【総合技術監理部門】（建設‐道路） 

④ 技術士【建設部門】（道路） 

⑤ RCCM（都市計画及び地方計画） 

⑥ RCCM（道路） 

⑼ 本プロポーザルに参加できる者（以下「参加企業」という。）は、単体又は複数の

企業の共同体とする。なお、１参加企業につき１申請とする。 

 

４ 提案書提出までの手続等 

⑴ 豊川駅周辺地区公共空間整備計画検討及び設計業務プロポーザル説明書等の交付 

① 交付期間 

令和６年４月１日（月）から４月１７日（水）まで（土曜日、日曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く日の午前８

時３０分から午後５時１５分まで（以下「執務時間中」という。） 

② 交付場所及び交付方法 

豊川市都市整備部都市計画課において直接交付するもののほか、豊川市ホームぺ
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ージ上において掲載するものとする。なお、実施要領等の直接交付を希望する場合

は、事前に豊川市都市整備部都市計画課まで電話連絡すること。 

⑵ 実施要領等に対する質問書の提出 

① 受付期間 

令和６年４月１日（月）から令和６年４月１０日（水）午後５時１５分（必着） 

② 提出先 

豊川市都市整備部都市計画課 

③ 提出方法 

電子メールのみとする。（メールアドレス：tokei@city.toyokawa.lg.jp） 

※様式は任意とするが、資料名・該当ページを明記した上で質問事項が明確に分

かるようにすること。また、電子メール送信後は、電話にて提出した旨を都市

計画課に連絡すること。 

④ 質問書の回答方法 

提出された全ての質問とその回答は、質問者の名前を伏せて令和６年４月１２日

（金）までに豊川市ホームページに掲載する。ただし、質問又は回答の内容が質問

者のみに関係すること、及び提案者の具体的な提案内容に密接に関わると判断した

ものについては、質問者のみに回答するものとする。 

⑶ 参加表明書の提出 

① 提出書類 

様式第３号「参加表明書」及びそれに記載のある添付書類 

② 提出期限 

令和６年４月１７日（水）午後５時１５分（必着） 

③ 提出先 

豊川市都市整備部都市計画課 

④ 提出方法 

窓口への持参、郵送又は宅配便とする。なお、持参による受付は、執務時間中と

する。 

⑷ 提案書提出者の選定方法、選定基準及び選定概数等 

① 選定方法 

参加表明書で提示された内容等により総合的に行う。 

② 提案書提出者を選定するための基準 

別紙「豊川駅周辺地区公共空間整備計画検討及び設計業務プロポーザル提案書提

出者を選定するための基準」 

③ 選定する概数 

概ね８者 

④ 選定結果は、参加表明書の提出者に文書で通知する。 

⑤ 選定結果に対して異議を申し立てることはできない。 

⑥ 選定結果に関する質問には回答をしない。 

⑸ 提案書の提出 

① 提出書類 

ア 様式‐５「提案提出書」 

イ 提案書（豊川駅周辺地区公共空間整備計画検討及び設計業務に係るプロポーザ

ル提案書作成要領により作成する。なお、提案書の表紙以外は、選定委員会にお

いて公平な審査に資するため、会社名等提案者が判明できる内容を記載しないこ

と。） 

ウ 様式‐６「プレゼンテーション・ヒアリング審査参加者名簿」 

mailto:tokei@city.toyokawa.lg.jp
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② 提出期限 

令和６年５月２３日（木）午後５時１５分（必着） 

③ 提出先 

豊川市都市整備部都市計画課 

④ 提出方法 

窓口への持参、郵送又は宅配便とする。なお、持参による受付は、執務時間中と

する。また、提出期限後の追加資料の提出は認めない。 

 

５ 受託者の特定 

⑴ 受託者を特定するための評価方法及び評価基準 

① 提出された提案書の内容等を評価基準に基づいて書類審査を行い、プレゼンテー

ション及びヒアリングを実施する。※スクリーン（８０インチ）は会場に設置済

み。パソコンやプロジェクター等を使用する場合は自社で用意すること。 

ア 実施日 

令和６年５月３０日（木） ３０分程度（準備、ヒアリングを含む。ただしヒ

アリングは５分程度を確保すること。） 

イ 場所 

豊川市役所本庁舎３階本３３会議室（控室は、本庁舎３階本３２会議室） 

② 受託者を特定するための評価基準は、別紙「豊川駅周辺地区公共空間整備計画検

討及び設計業務プロポーザル評価基準」とする。 

⑵ 受託者の特定及び特定結果の通知 

① 受託者は、評価基準に基づく評価点の合計の最も高い者とする。 

② 審査結果については、提案書提出者に文書で通知する。 

③ 審査結果に対して異議を申し立てることはできない。 

④ 審査結果に関する質問には回答をしない。 

 

６ 募集から受託者特定までのスケジュール 

⑴ 手続き開始の公表 

令和６年４月１日（月） 

⑵ 説明書等に対する質問（受付期間） 

令和６年４月１日（月）～令和６年４月１０日（水） 

⑶ 参加表明書の提出期限 

令和６年４月１７日（水） 

⑷ 選定通知及び提案書提出要請書の送付 

令和６年４月２３日（火） 

⑸ 提案書の提出期限 

令和６年５月２３日（木） 

⑹ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

令和６年５月３０日（木） 

⑺ 特定結果の通知・公表 

令和６年６月５日（水） 

 

７ その他必要と認められる事項 

⑴ 参加者が以下の事項に該当する際は、失格とする。 

① 実施要領の定める手続きを遵守しない場合 

② 提出書類に虚偽の記載をした場合 
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③ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

④ 要領その他、市の定めに違反する行為があった場合 

⑵ 参加表明書及び提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

⑶ 提出された参加表明書及び提案書は、返却しない。 

⑷ 提出された参加表明書及び提案書は、提案書の提出者の選定及び受託者の特定以外

に提出者に無断で使用しない。 

⑸ 提出期限以降における参加表明書又は提案書の差替え及び再提出は認めない。 

 ⑹ 「様式-３」及び「様式-４」に記載した配置予定技術者は病休、死亡、退職等の特

別な場合を除き変更できないものとする。 

 ⑺ プロポーザル方式は、当該業務にとって最も適切な創造力と技術力そして経験と実

績等を有する「者」を選定する方式であり、「設計案」を選定するコンペ方式ではな

いことから、選定された者により提案された内容が必ずしも整備計画になるものでは

ないことに留意すること。 

 ⑻ 提示された参加表明書及び提案書については、豊川市情報公開条例に基づき開示す

る。 


